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規
　
則

◯
秋
田
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
八
・
水
産
漁

港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
八
郎
湖
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
九
・

水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
二
十
八
号

秋
田
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
業
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
者
は
」
の
下

に
「
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
」
を
加
え
、
「
掲
げ
る
も
の
」
を
「
規
定
す
る
も
の
」
に
、

「
漁
業
権
又
は
入
漁
権
に
基
づ
い
て
」
を
「
第
一
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及

び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
者
が
第
一
号
、
第
八

号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
当
該
権
利
に
係

る
漁
業
を
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
か
ご
（
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
か
ご
漁
業
」
と

い
う
。
）

二
　
機
船
船
び
き
網
（
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
機
船

船
び
き
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

三
　
小
型
ま
き
網
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
小
型
ま
き
網
漁

業
」
と
い
う
。
）

四
　
敷
網
（
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
敷
網
漁
業
」
と

い
う
。
）

五
　
ご
ち
網
（
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
ご
ち
網
漁

業
」
と
い
う
。
）

六
　
し
い
ら
づ
け
（
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
し
い
ら

づ
け
漁
業
」
と
い
う
。
）

七
　
さ
し
網
（
固
定
式
さ
し
網
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
、
当
該

漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

八
　
固
定
式
さ
し
網
（
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
（
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
固
定
式
さ
し
網

漁
業
」
と
い
う
。
）

九
　
建
網
（
底
建
網
を
含
む
。
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を

「
建
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

十
　
ま
す
は
え
な
わ
（
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
ま
す
は
え

な
わ
漁
業
」
と
い
う
。
）

十
一
　
た
こ
つ
ぼ
（
た
こ
箱
を
使
用
す
る
も
の
を
含
む
。
）
（
以
下
、
当

該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁
業
を
「
た
こ
つ
ぼ
漁
業
」
と
い
う
。
）

十
二
　
小
型
い
か
つ
り
（
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力

漁
船
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
、
当
該
漁
業
の
方
法
に
よ
る
漁

業
を
「
小
型
い
か
つ
り
漁
業
」
と
い
う
。
）

第
三
十
九
条
の
二
の
表
自
家
用
釣
餌
料
び
き
網
漁
業
、
こ
あ
み
ひ
き
網
漁

業
及
び
黒
え
び
ひ
き
網
漁
業
の
項
を
削
る
。

第
四
十
条
を
削
り
、
第
四
十
一
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
四
十
一
条
の
二

を
第
四
十
一
条
と
し
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
を
削
る
。

第
四
十
三
条
の
二
中
「
総
ト
ン
数
」
を
「
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水

産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
ト
ン
数
」
に
、
「
さ

け
・
ま
す
は
え
な
わ
漁
業
」
を
「
さ
け
ま
す
は
え
な
わ
（
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
期
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除

く
。
）
に
よ
り
営
む
漁
業
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
を
第
四
十

二
条
と
す
る
。

第
四
十
四
条
を
削
り
、
第
四
十
四
条
の
二
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
四
十

五
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
非
漁
民
」
を
「
遊
漁
者
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
又
手
網
」
を
「
叉
手
網
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

五
　
徒
手
採
補

第
四
十
五
条
の
二
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
）

第
五
十
五
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規

定
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
ご
と
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
漁
獲
成

績
報
告
書
を
同
表
に
定
め
る
提
出
期
限
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

規
　
　
　
　
　
　
則

漁
業
の
種
類

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

か
ご
漁
業

機
船
船
び
き
網
漁
業

小
型
ま
き
網
漁
業

敷
網
漁
業

ご
ち
網
漁
業

し
い
ら
づ
け
漁
業

さ
し
網
漁
業

固
定
式
さ
し
網
漁
業

建
網
漁
業

ま
す
は
え
な
わ
漁
業

漁
獲
成
績
報

告
書
の
種
類

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
航
海
の
漁
獲
成

績
報
告
書

提

出

期

限

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

当
該
航
海
の
終
了

後
三
十
日
以
内
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２

２

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
て
告
示
す

る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
第
七
条
、」
を
削
り
、「
第
四
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
五
条
第

一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
三

項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
中
「
第
四
十
五
条
の
二
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
漁
業
調
整

規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
漁
業

の
許
可
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
漁
業
調
整
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
漁
業
の
許
可
と
み

な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

者
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、
新
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
そ
の
者
に
係
る
旧
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
漁
業

の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
（
旧
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
き
は
、
新
規
則

の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
、
届

出
そ
の
他
の
手
続
き
と
み
な
す
。

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
さ
れ
た
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
旧
規
則
第
四
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
効

期
間
の
満
了
の
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
旧
規
則
第
三
十
九
条
の
二
、

第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
効

期
間
の
満
了
の
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
八
郎
湖
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
二
十
九
号

秋
田
県
八
郎
湖
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
八
郎
湖
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
、
「
第
四
十
二
条
〜
第

四
十
五
条
」
を
「
第
三
十
九
条
〜
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
太
目
」
を
「
大
目
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
地
方
名
称
）

第
三
条

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令

第
六
号
）
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
で

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
地
方
名
称
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
業
の
ほ
か
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
者

は
」
の
下
に
「
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
加
え
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
建
網
（
以
下
「
建
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

二
　
雑
建
網
（
以
下
「
雑
建
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

三
　
ふ
く
べ
網
（
以
下
「
ふ
く
べ
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

四
　
え
り
網
（
以
下
「
え
り
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

五
　
さ
し
網
（
以
下
「
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

六
　
は
ね
こ
み
網
（
以
下
「
は
ね
こ
み
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

七
　
沖
す
く
い
網
（
以
下
「
沖
す
く
い
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

八
　
し
ら
う
お
機
船
船
び
き
網
（
以
下
「
し
ら
う
お
機
船
船
び
き
網
漁

業
」
と
い
う
。
）

九
　
し
じ
み
か
き
網
（
以
下
「
し
じ
み
か
き
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

十
　
し
ら
う
お
角
網
（
以
下
「
し
ら
う
お
角
網
漁
業
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
法
第
六
十
六
条
第
一
項
又
は
前
条
」
に

改
め
、
「
者
は
、
」
の
下
に
「
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業

に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業

に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
」
を
加
え
、
「
当
該
漁
業
ご
と
に
」
を
削

る
。第

二
十
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
を
削
る
。

第
二
十
七
条
中
「
及
び
第
二
十
五
条
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と

す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
け
た
網
」
を
「
貝
け
た
網
」
に
改
め
、
同
条
を

第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
を
削
り
、
第
三
十
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
三
十
条
の
二

を
削
り
、
第
三
十
一
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
非
漁
民
」
を
「
遊
漁
者
」
に
改
め
、
同
条
第

五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
　
徒
手
採
補

第
三
十
三
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で

を
四
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で

を
四
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
章
中
第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
八
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法

第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
ご
と
に
、
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
漁
獲
成
績
報
告
書
を
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
提
出
期
限
ま

で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
こ
つ
ぼ
漁
業

小
型
い
か
つ
り
漁
業

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

翌
月
の
十
日
ま
で

翌
月
の
十
日
ま
で

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
種
類

手
繰
第
三
種
漁
業

地

方

名

称

貝
け
た
網
漁
業

漁
業
の
種
類

貝
け
た
網
漁
業

建
網
漁
業

雑
建
網
漁
業

ふ
く
べ
網
漁
業

え
り
網
漁
業

漁
獲
成
績
報

告
書
の
種
類

毎
月
の
漁
獲
成
績

報
告
書

提

出

期

限

翌
月
の
十
日
ま
で
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知
事
は
、
前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ

を
告
示
す
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
第
五
条
、
」
を
削
り
、
「
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
又
は
第
三
十
四
条
第
六

項
」
を
「
第
二
十
九
条
ま
で
、
又
は
第
三
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
三
十
条
の
二
第
五
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第

三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
十

四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
章
中
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
中
「
第
三
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
三
十
条
第
九
項
」
に
改

め
、
「
又
は
第
三
十
条
の
二
第
十
項
」
を
削
り
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す

る
。第

四
十
四
条
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
三
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
三
十
条
第
九
項
」
に
、

「
第
三
十
条
の
二
第
六
項
又
は
第
三
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
第
五

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

様
式
第
五
号
の
二
及
び
様
式
第
五
号
の
三
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
八
郎
湖
漁

業
調
整
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
し

た
漁
業
の
許
可
（
旧
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
限

る
。
）
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
八
郎
湖
漁
業
調
整
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
漁
業
の
許

可
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
お
け
る

当
該
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間

は
、
新
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
そ

の
者
に
係
る
旧
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期

間
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
漁
業

の
許
可
（
旧
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
限
る
。
）
又
は

起
業
の
認
可
の
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
の
相
当
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行

為
と
み
な
す
。

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
規
則
第
五
条
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
者
に
対
す
る
旧
規
則
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

さ
し
網
漁
業

は
ね
こ
み
網
漁
業

沖
す
く
い
網
漁
業

し
ら
う
お
機
船
船
び
き
網

漁
業

し
じ
み
か
き
網
漁
業

し
ら
う
お
角
網
漁
業

知
事
が
別
に
定
め

る
漁
期
毎
の
漁
獲

成
績
報
告
書

当
該
漁
期
終
了
後

三
十
日
以
内
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